
周南市スキー連盟規約 
 

 

第１章  総  則 

（名 称） 

第１条 本連盟は、周南市スキー連盟と称し、事務局を事務局長の勤務先又は自宅所在地位に置く。 

（組 織） 

第２条 本連盟は、周南市市内における加盟スキー団体・加盟クラブ（以下加盟団体と称す）をもっ

て組織する。 

 

 

第２章  目的及び事業 

（目 的） 

第３条 本連盟は、会員相互の親睦・融和を図り、スキーの正しい普及発展を期し、会員及び市民の 

   スキー技術の正しい理解と資質の向上および体力の向上、アマチュア・スポーツ精神を養う 

ことを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

  １．加盟団体の強化発展と会員相互の親睦・融和を図ること。 

  ２．スキー技術の研究、講習会の開催。 

  ３．周南市を代表するスキー指導者の育成。 

  ４．スキー競技大会の開催。 

  ５．周南市を代表するスキー競技役員、選手を選定し各種競技会に参加させること。 

  ６．山口県スキー連盟および体育協会に周南市スキー界を代表して加盟すること。 

  ７．スキーによる傷害防止対策を樹立し、スキーヤーの安全を図ること。 

  ８．スキー関係功労者を表彰すること。 

  ９．その他本連盟の目的達成に必要な諸事業を行うこと。 

 

 

第３章  加  盟 

（加盟できる団体） 

第５条 本連盟に加盟できる団体は、本連盟の目的に賛同された周南市に在住または勤務するものに 

限られる 

（加盟の方法） 

第６条 本連盟に加盟しようとする団体は、次の事項を明記した申込書を会長に提出すること。 

   名称、役員名簿（氏名、現住所等）、設立年月日、事務所所在地および所属会員数。 



（会費の納入） 

第７条 前条により加盟する団体は、登録会員となり、次に定める負担金を毎年８月末日までに 

   ＳＡＪ会員登録表の写しと合わせて登録料を納入する。（ＳＡＪ登録代は別） 

    加盟団体負担金    年額  １０,０００円 

 

 

第４章  役  員 

（役員の種類および定数） 

第８条 本連盟に、次の役員を置く。 

  １．会 長      １名 

  ２．副会長     若干名 

  ３．理事長      １名 

  ４．副理事長    若干名 

  ５．常任理事    若干名 

  ６．理  事    若干名 

  ７．監  事     ２名 

  ８．事務局長     １名 

  ９．事務局次長    ２名 

（役員の任務） 

第９条 役員は次の会務を分担する。 

  １．会長は本連盟を代表し、会務を総理する。 

  ２．副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はこれを代行する。 

  ３．理事長は理事会の議決に従い、会務を執行する。 

  ４．副理事長は理事会を補佐し、理事長不在の場合はこれを代行する。 

  ５．常任理事は常任理事会を構成し、常務を執行する。 

  ６．理事は理事会を構成し、理事会の議決に従い会務を執行する。 

  ７．監事は、会計および会務を監査する。 

  ８．事務局長は事務全般を掌理する。 

  ９．事務局次長は事務局長を補佐する。 

（役員の選出および任期） 

第１０条 役員の選出は方法および任期は次の通りとする。 

  １．会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、監事および事務局長、事務局次長は理事会に 

    おいて選出する。 

  ２．理事は所属団体を代表し、各所属団体が１名以上選出するものとする。 

  ３．役員の任期は２年とし再任を妨げない。 

 

 



第１１条 本連盟に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。 

  １．名誉会長および顧問は理事会の推薦により会長が委嘱する。 

  ２．顧問は会長の諮問に応じる。 

第５章 会議及び議決 

（議 決） 

第１２条 理事会は、次に掲げる事項を審議決定する。 

  １．役員の推挙、選出、解任に関する事項。 

  ２．本連盟の予算および決算に関する事項。 

  ３．次年度の加盟団体負担金、クラブ加盟会費に関する事項。 

  ４．本連盟の事業報告と事業計画に関する事項。 

  ５．本連盟への加盟および除名に関する事項。 

  ６．表彰に関する事項。 

  ７．本連盟の規約変更に関する事項。 

  ８．その他議決を要する重要な事項。 

（会 議） 

第１３条 会議は理事会および常任理事会の２種とする。 

第１４条 理事会は年２回以上および会長が必要と認めたときに会長がこれを招集し、理事会の議長 

     は理事長がこれにあたる。 

第１５条 常任理事会は理事長の要請により会長がこれを招集し、常任理事会の議長は理事長がこ 

れにあたる。 

第１６条 会議は構成員の半数以上の出席が無ければ開催することができない、ただし、同一事業  

     につき再度招集した場合はこの限りではない。 

第１７条 議事は、出席構成員の過半数をもってこれを議決する。可否同数の場合は議長がこれを 

     決定する。 

 

 

第６章  登  録 

（登 録） 

第１８条 本連盟に加盟する場合は、別に定める所定の手続き及び会費を納入しなければならない。 

第１９条 登録は毎年更新し、８月末日までに完了しなければならない。 

第２０条 加盟団体および個人の義務は、次の通りとする。 

  １．本連盟規約の尊守。 

  ２．本連盟の健全な運営への協力。 

  ３．会費の納入。 

 

 

 



第７章   会  計 

（収 入） 

第２１条 本連盟の経費は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入による。 

（会計年度） 

第２２条 本連盟の会計年度は、毎年８月１日に始まり翌年７月３１日に終わる。 

 

 

第８章  統  制 

（統 制） 

第２３条 本連盟の会員であって、規約に違反し統制を乱し、本連盟の名誉を棄損する等の行為が 

     あった場合は、会長は理事会の決議によって除名または競技会等の出場を停止若しくは 

     取り消すことができる。 

（規約の変更） 

第２４条 本規約各項は、理事の３分の２以上出席した理事会において出席理事の４分の３以上の 

     承認がなければ改廃することはできない。 

 

 

第９章  付  則 

（施 行） 

１．本規約の施行は平成１６年４月１日とする。 

（改 定） 

１．平成２６年１１月１４日 負担金額・納入/登録期日変更・年度期日変更 


